
 

 

 

 

令和５年７月２７日 

▼タイトル  

「令和５年度高島市職員『働き方・働きがい』説明会」の開催について

 

▼概 要 

 本市では、高島市内に居住する若者および市外在住で本市での就職または居住を希

望する方等に対し、現役職員との対面形式で直接的に、まちの魅力や職員の働き方、

働きがいを伝えることにより、本市の強みを再認識していただくとともに、将来への

貢献を希望し市職員を目指す人材の増加を図り、本市が求める職員を確保することを

目的として、「令和５年度高島市職員『働き方・働きがい』説明会」を開催します。 

 

▼日 時   

令和５年８月４日（金） 午後２時００分から午後４時３０分 

 

▼場 所  

高島市役所 新館３階会議室 

 

▼内 容 

・高島市・高島市役所に関する説明（５０分） 

 ＊ 「高島市」の現在と将来、まちの魅力について 

 ＊ 「高島市職員」の働き方・働きがいについて 

 ＊ 職員採用試験・求める人物像について 

・現役職員との交流会（採用後１２～１５年程度の職員が参加、５０分） 

・個別での質疑応答（３０分） 

 

▼参加対象者 

令和６年度職員採用試験（令和７年４月採用）で一般行政職の受験申込みを希望す

る方（新卒者・既卒者、専門職、次年度以降の受験申込みを希望する方の参加も可

能です。） 

 

 

 

▼問い合わせ先 

 ○所   属： 高島市総務部人事課 

 ○担   当： 山村 

 ○電 話 番 号： 0740（25）8525 

 ○ファックス： 0740（25）8101 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「将来高島市役所で働きたい」「公務員の仕事ってどうかな」とお考えの方のため 

に説明会を開催します。市職員の働き方を知りたい方はぜひお申込みください。 
 

 日 時 令和５年８月４日（金） １４：００～１６：３０（受付開始 １３：３０） 

 場 所 高島市役所新館３階 （高島市新旭町北畑５６５番地） 
  申込受付期間：令和５年７月４日（火）から７月３１日（月）まで ※ 期間延長 
 

 

 

 令和６年度職員採用試験（令和７年４月採用）で一般行政職の受験を希望する方 

  ※ 専門職を希望する方、令和７年度以降の受験を希望する方の参加も歓迎します。 

  ※ 定員は４０名です。新卒者・既卒者は問いません。 

 お申込みは、「高島市職員採用情報ページ」内の「説明会申込フォーム」から行って 

 ください（電話、書面によるお申込みは受付ができません。）。 

 高島市職員採用情報ページ URL 

  http://www.city.takashima.lg.jp/gyoseijoho/takashimashinitsuite/1/1/index.html 

【説明会に関するお問い合わせ先】 

 高島市 総務部人事課 人材開発チーム 

  TEL 0740-25-8525 

  E-mail jinji@city.takashima.lg.jp 

高島市職員の“働き方・働きがい” 

どこまでもお伝えします！ 

ご参加いただける方 

高島市職員 働き方 説明会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 本説明会への参加有無は採用試験の評定に関係ありませんのでご了承ください。 

 
 ○ 高島市・高島市役所に関する説明（５０分） 
 
  ＊ 「高島市」の現在と将来、まちの魅力について 
 
  ＊ 「高島市職員」の働き方・働きがいについて 
 
  ＊ 職員採用試験・求める人物像について 
 
 ○ 現役職員との交流会（５０分） 
 
 ○ 個別での質疑応答（３０分） 
 
  ※ 内容は状況に応じ変更することがあります。 

 

 

内 容 

 説明会に参加いただくことによって、高島市職員としての働きがいを見つ

けたり、現役の職員の親しみやすさを感じてもらったり、またご自身の意外な

適性を気付いたりと、さまざまな発見が期待できます。 

高島市職員として働くことに興味のある方はぜひご応募ください。 

＜ 高島市職員に求める人材像 ＞ 

高島市への"熱い想い"を持っている人 

「高島市の」職員として、高島市のために何ができるか、何が必要かを常に考え、まちづくりに対

する自分自身の想いを語ることができる。 

公務員としての高い志を持ち、高島市民の想い・願いを共有し、それらを行動に移せる人 

より良い市民生活の実現のために働いているという意識を忘れず、市民の想いや願いに寄り添いな

がら、目指すべき目標に向かって行動できる。 

豊かな感性を持ち、人間的な魅力を備えた人 

相手の話をじっくり聴き、その想いを理解し、尊重することができる「感性の豊かさ」や「包容力」、

そして「素直な気持ち」を持っている。 

広い視野と柔軟な思考力があり、最後まで職務をやり遂げることができる人 

社会の変化を敏感に察知し、前例や常識にとらわれず、目標を達成するために、課題に対して創意

工夫をしながら解決に向かって取り組める。 

 


